
火　災　概　況　月　報 （令和７年１０月分）

　２０２５年度全国統一防火標語 『 急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし』

建 物 焼 損 建 物 焼 損 林 野 焼 損 火災損害額 焼損棟数 り災世帯数 り災人員
住宅(併用共同含） その他 床面積（㎡） 表面積（㎡） 面　 積 （ａ） （千円） （棟） （世帯） （人）

合 569 151 112 14 61 231 13,563 1,589 56 999,266 366 208 452

40 12 9 0 10 9 49 11 0 6,281 18 6 15

計 609 163 121 14 71 240 13,612 1,600 56 1,005,547 384 214 467

25 △ 32 0 3 15 39 △ 4,582 259 △ 43 △ 769,739 △ 48 △ 43 △ 121

前 46 14 13 0 5 14 943 15 0 176,864 29 23 44

年 584 195 121 11 56 201 18,195 1,341 99 1,775,286 432 257 588

死　　者 負　傷　者

（人） （人）

合 22 68 569 30 36 3 82 18 26 16 41 21 176 120

0 4 40 2 0 0 3 0 0 0 1 4 12 18

計 22 72 609 32 36 3 85 18 26 16 42 25 188 138

△ 8 △ 29 25 △ 2 △ 4 △ 2 32 △ 22 1 0 13 5 △ 52 56

前 4 10 46 2 3 1 1 3 4 1 2 1 13 15

年 30 101 584 34 40 5 53 40 25 16 29 20 240 82

※数字は速報値ですので、今後変わる場合があります。

１ １０月の総出火件数は４０件で、前年同月に比べ６件減少（１３．０％減）しました。

・建物火災は２１件（６件減）、林野火災０件（増減なし）、車両火災は１０件（５件増）、その他火災は９件（５件減）となっています。

・建物火災は全火災の５２．５％でした。

２ １０月の火災による死者は０人で前年同月に比べ４人減少し、負傷者は４人で前年同月に比べ６人減少しました。

３ 出火原因の第１位は「電灯・電話等配線」で４件でした。
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★　屋外での火の取扱いに注意しましょう
これから冬になり、たき火や火入れなどをすることが増えてくるかと思いますが、毎年たき火などを原因とする火災が多く発生しています。

これらの火災は、場合によっては大規模な山火事などに発展するおそれがあり、注意を怠ることは非常に危険です。

以下のポイントに注意して、火災を未然に防ぎましょう。

◆山火事を防ぐためのポイント
・強風時や乾燥時には、たき火、火入れをしない ・指定された場所以外での喫煙やたばこのポイ捨ては絶対にしない

・火遊びはしない、させない

・山火事を見つけたらすばやく消防本部（１１９番）へ知らせる

・火気を使用した後は、完全に消火する ・地域で消火できる体制のあるところは地域で消火活動を行う

★　２０２５年度　全国統一防火標語

急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし

★　住宅用火災警報器を設置しましょう！！

■　県内の令和７年６月時点の設置率は８２．０％！

消防法の改正により、県内では平成23年5月31日までの設置が義務化された、住宅用火災警報器の設置率（令和７年６月時点）が７月に公表されました。

全国における住宅用火災警報器の設置率は８４．９％、岐阜県における設置率は８２．０％となっており、前回の８２．１％から０．１ポイントの減少となります。

４７都道府県中、岐阜県の設置率は３１番目となります。

○設置義務のある場所 設置率 参考(前回) 条例適合率
寝室と寝室がある階の階段上部（寝室が２階以上の場合） R7.6 R6.6 R7.6

全国 84.9% 84.5% 0.4 65.8%
・新設住宅　平成18年6月～　　・既存住宅　平成23年6月～ 岐阜県 82.0% 82.1% -0.1 63.1%

あなたや家族の大切な命を守るために、一日も早い住宅用火災警報器の設置をお願いします。

増減

・やむを得ず火気を使用する場合には、周囲に延焼のおそれのある可燃物
がない場所で行うとともに、消火器や水バケツ等の消火準備を必ず行う

設置率：設置義務のある場所の一部分
でも設置している住宅を含めた割合
条例適合率：設置義務のある場所すべ
てに設置している住宅の割合


